
京都府情報公開・個人情報保護審議会（第２部会）の議事要旨

１ 日 時 令和３年３月30日(火）
午前10時から午前10時45分まで

２ 場 所 京都府公館 ４階 第５会議室
（京都市上京区烏丸通一条下ル龍前町590－１）

３ 出 席 者 橋本 佳幸 部会長
有賀 美砂 委員
松本 哲治 委員
山田 篤 委員

４ 議 題

条例第30条第４項の規定による審議会への報告＜是正の申出に係る処理につ
いての報告＞

５ 審議内容

条例第30条第４項の規定による審議会への報告＜是正の申出に係る処理につ
いての報告＞

(1) 事案の概要
実施機関が自己の個人情報を不適正に取り扱っているとしてなされた是正

の申出について、実施機関が当該是正の申出に対する処理を行い、その内容
を書面により当該是正の申出をした者に通知したため、その内容及び実施機
関が行った処理について審議会に報告する事案

(2) 審議結果
ア 実施機関の報告の後、質疑及び意見交換を行った。
イ 審議会の意見は述べないこととした。


